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（所管事項） 

１ 令和７年版県政レポート（案）について（変更分） 

 

 令和７年版県政レポート（案）について、冊子配付後にＫＰＩ（重要業績評価指標）

の実績値が確定したことから、記載内容を一部変更いたします。 

※当資料では、「令和７年版県政レポート（案）」のページ番号を記載しています。 

 

 

〇施策９－４ 東紀州地域の活性化（201 ページ） 

「東紀州地域における観光消費額の伸び率」 

＜変更後＞ 

 

 

＜変更前＞ 

 

２．KPI（重要業績評価指標）の状況 

ＫＰＩの項目 関連する基本事業 

令和３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 
６年度 
の評価 

 
現状値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標達成
状況 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

東紀州地域における観光消費額の伸び率 ① 

－ 113 120 127 

103.9％ 

137 147 以上 

ａ 100 
（２年） 

98 116 132 － － 

２．KPI（重要業績評価指標）の状況 

ＫＰＩの項目 関連する基本事業 

令和３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 
６年度 
の評価 

 
現状値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標達成
状況 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

東紀州地域における観光消費額の伸び率 ① 

－ 113 120 127 

111.8％ 

137 147 以上 
ａ 

（見込） 100 
（２年） 

98 116 
142 

（暫定値） 
－ － 
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施策９－４ 東紀州地域の活性化 

（主担当部局：地域連携・交通部南部地域振興局） 

 

めざす姿の実現に向けた施策の総合評価 

総合評価 評価の理由 

Ｂ 

熊野古道伊勢路の来訪者数は目標をやや下回りましたが、世界遺産登録 20 周

年を記念したプロモーションなど、さまざまな事業に取り組んだ結果、来訪者数が前

年より大きく増加したこともあり、東紀州地域における観光消費額の伸び率は目標

を達成しました。また、東紀州地域の特産品の販路拡大に向けた取組等によって商

談会等における新たな成約件数が目標を上回るなど、地域の活力向上に向けた取

組が順調に進んでいます。 

伊勢路の保全活動については、幅広い主体が参画するなど、持続可能な保全体

制の構築に向けた取組が進んでいます。 
〔 Ａ 順調    Ｂ おおむね順調    Ｃ やや遅れている    Ｄ 遅れている 〕 

施策の目標 

（めざす姿） 

地域の活力を向上させるため、多くの人びとが熊野古道伊勢路を訪れ、豊かな自然や食な

ど、東紀州地域ならではの資源に魅力を感じ、地域に滞在しながらさまざまなスポットで観光

や体験型プログラム、食、地域産品などを楽しむための仕掛けづくりが進んでいます。 

また、世界遺産の文化的価値が守られ、来訪者にも評価されるよう、熊野古道伊勢路の保

全活動へ幅広い主体が参画し、十分な活動資金が確保された持続可能な体制が構築されて

います。 

１．基本事業の取組状況 

基本事業名 
・令和６年度の主な取組 

① 地域資源を生かした持続可能な地域社会づくり 

・登録ＤＭＯである一般社団法人東紀州地域振興公社が、東紀州地域の観光地域づくりの舵取

り役としてさらに力を発揮し、地域が稼ぐ力を引き出すために必要な組織となるよう、運営基盤

の確立に向けた取組を支援しました。 

・地域の農林水産物を生かした産品のブランド化に向けて、東紀州地域の特産品の魅力をさらに

磨き上げ、認知度向上につなげるため、第一次産業などの事業者に対して、商品やサービスの

改良、販路拡大への支援を行いました（商談会等における新たな成約件数：21件）。 

・熊野古道伊勢路をはじめとする東紀州地域の観光の魅力、安全・安心な旅行のための情報等

を、継続的に国内外に向けて発信していくため、受入体制の充実やプロモーション等に取り組

みました。 

② 熊野古道の未来への継承と活用 

・熊野古道世界遺産登録２０周年という好機を生かし「歩き旅」をイメージとしたブランディングを

図るため、伊勢路踏破ウォークの実施（のべ参加者数：1,341名（令和 6年 2月～））、山歩きア

プリの活用（デジタルバッジキャンペーン参加者数：1,454 名）、案内標識の整備支援（３市町）

を進めました。あわせて、二次交通の利便性向上に向けた取組を進め、外国人を含めたすべて

の人々が伊勢路の「歩き旅」を安全・安心に楽しめる環境整備に取り組みました。また、奈良県、

和歌山県と連携したプロモーションの充実を図りました。 

・熊野古道伊勢路の保全については、熊野古道協働会議における議論をふまえ、持続可能な保

全体制の構築に向けた検討を進めました（検討会議２回開催）。 

・来訪者の受入環境の向上、長期滞在を促すため、伊勢路周辺の宿泊施設等を一元的に案内す

る英語にも対応した Wｅｂサイトを構築するとともに、県立熊野古道センターなどとの連携を密

にし、東紀州地域への来訪促進に取り組みました。 
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２．KPI（重要業績評価指標）の状況 

ＫＰＩの項目 関連する基本事業 

令和３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 
６年度 
の評価 

 
現状値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標達成
状況 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

東紀州地域における観光消費額の伸び率 ① 

－ 113 120 127 
103.9％ 

137 147以上 
ａ 100 

（２年） 
98 116 132 － － 

商談会等における新たな成約件数（累計） ① 

－ 40件 60件 80件 
140％ 

100件 120件 
ａ 

20件 45件 65件 86件 － － 

熊野古道伊勢路の来訪者数 ② 

－ 270千人 320千人 390千人 
90.0％ 

410千人 440千人 
ｂ 

246千人 291千人 305千人 351千人 － － 

熊野古道伊勢路の保全活動に参加した新たな担い手の人数（累計） ② 

－ 300人 500人 900人 
87.3％ 

1,400人 2,000人 
ｂ 

100人 287人 545人  855人 － － 

 

３．今後の課題と対応 

基本事業名 
・令和７年度以降に残された課題と対応 

① 地域資源を生かした持続可能な地域社会づくり 

・登録ＤＭＯである一般社団法人東紀州地域振興公社が、今後、東紀州地域の観光地域づくり

の舵取り役としてさらに力を発揮し、地域が稼ぐ力を引き出すために必要な組織となるよう、運

営基盤の確立に向けた取組を支援します。  

・地域の農林水産物を生かした産品のブランド化に向けて、東紀州地域の特産品の魅力をさらに

磨き上げ、認知度向上につなげるため、引き続き、第一次産業などの事業者に対して、商品や

サービスの改良、販路拡大への支援を行います。  

・熊野古道伊勢路をはじめとする東紀州地域の観光の魅力、安全・安心な旅行のための情報等

を、継続的に国内外に向けて発信していくことが必要であり、引き続き、受入体制の充実やプロ

モーション等に取り組みます。 

② 熊野古道の未来への継承と活用 

・熊野古道伊勢路の更なる誘客を図るため、熊野古道伊勢路の誘客プロモーションや、インバウ

ンド＊を含めた受入環境整備に取り組みます。 

・県立熊野古道センター開館以後のインバウンド増加等の社会環境変化をふまえ、開館 20周年

を目途に、常設展示のリニューアルを実施します。 

・熊野古道の保全については、地域の保全団体が中心となって取り組んでいますが、保全団体会

員の高齢化等による活動の担い手不足、参加者の固定化が課題となっているため、熊野古道

協働会議における議論をふまえ、持続可能な保全体制の構築に取り組みます。 

（参考）施策にかけたコスト  （単位：百万円） 

  令和４年度 ５年度 ６年度 ７年度 

予算額等 122 138 238 243 

概算人件費 98 106 118 － 

（配置人員） （11人） （12人） （13人） － 
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（所管事項） 

 
２ 「みえリニア戦略プラン（仮称）」の策定について 

 

１ 検討状況 

  県では、「三重県リニア基本戦略」（以下「基本戦略」という。）が示す、めざす三

重の姿の実現に向け、令和６年度から行動計画となる「みえリニア戦略プラン（仮

称）」（以下「戦略プラン」という。）の策定に着手し、令和８年３月の策定・公表を

めざして検討を進めています。 

戦略プランの策定にあたっては、リニアの「品川－名古屋間の先行開業」と「品

川－大阪間の全線開業」のそれぞれの段階におけるインパクトを最大限活用するた

めの取組を検討します。 

 令和６年度は、市町、経済団体、交通事業者、有識者等で構成する「みえリニア

戦略プラン（仮称）検討委員会」（以下「検討委員会」という。）を立ち上げるとと

もに、地域に応じた具体的な施策や事業を検討するための部会を設置し議論を行い、

令和７年３月に中間報告をとりまとめました。 

 

２ 検討の進め方 

（１）３ブロック・４部会による検討体制 

めざす三重の姿を実現するため、県内を北、中央、南の３ブロックに分け、それ

ぞれのブロックで基本戦略で示した戦略ごとの４つの部会を設置し、市町等と具体

的な取組を議論していきます。 

 

（参考） 

３ブロック 

・ 北ブロック（８市５町） 

・ 中央ブロック（４市７町） 

・ 南ブロック（２市３町） 

 

  ４部会 

・ 戦略１ 暮らし方・働き方部会 

・ 戦略２ 観光・交流部会 

・ 戦略３ 産業・経済部会 

・ 基盤づくり部会 

 

（２）戦略プラン策定に向けた今後の検討 

中間報告では、品川－名古屋間が約 40分で結ばれることにより、品川からの 120

分圏域が桑名駅から松阪駅まで拡大するといった圧倒的な時間短縮効果など、先行

開業がもたらす効果を県内全域に拡げる取組を中心にとりまとめました（別紙参

照）。 

今年度は、戦略プラン最終報告の策定に向けて、先行開業を見据えた取組の充実

を図るとともに、全線開業によって、品川と約 60分、大阪と約 20分で結ばれ、リ

ニア三重県駅が巨大な経済圏である「日本中央回廊」の結節点となることを見据え、

このインパクトを県内全域に拡げるため、次の観点を重点的に検討していきます。 

北ブロック 

中央ブロック 

南ブロック 
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・リニア三重県駅を核とした交通ネットワークのあり方 

・リニア三重県駅に必要な機能などの駅周辺のまちづくり 

・リニアによる広域災害リスクの分散及び防災機能の確保 

・県境を越えた広域的な観光・ビジネス交流の拡大や連携の推進 

 

３ スケジュール 

令和８年３月下旬の戦略プラン策定・公表に向けて、以下のスケジュールで取

り組んでいきます。 

 

         ５～11月    検討委員会各部会等で内容を検討 

         12月    常任委員会で最終報告案を説明 

12～１月    パブリックコメントの実施 

２月    検討委員会で最終報告案のとりまとめ 

    「三重県リニア推進会議」で最終案を決定 

３月    常任委員会で最終案を説明 

       ３月下旬    戦略プランの策定・公表（予定） 
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戦略１ リニア時代の新たなライフスタイルの創出

取組１ 都市部の企業や大学への通勤・通学が選択可能な三重に

取組２ 地域と多様な形で関わる人が増える三重に

①リニアの速達性を生かした移住・
二地域居住の促進

①来訪者や住民など多様な人々が
行き交う場の創出

取組３ 県外からの移住希望者に選ばれるとともに定住が促進される三重に

③県外からの移住先の選択を高める
交流の活発化

①リニアの速達性を生かした交通
ネットワーク強化

• リニア発着に合わせた定時性のある交通ネットワークの構築
• 鉄道、高速バスなど複数交通モードにおけるリニア駅結節の強化

②快適なリモートワークが可能な
サードプレイス環境の創出

• 地域交通拠点周辺におけるコワーキングスペースや電源・インターネット接続環境、
個室スペースの確保

• デジタル技術を利活用した新たな暮らし方、働き方に資する環境づくり

• リニア三重県駅や地域交通拠点（人々が行き交う県内各地域の玄関口となる交通結節点）
における民間投資が進む環境づくり

• 大規模イベントや周年事業を契機とした誘客の推進

• 三重の自然や街並みと共存する景観形成の促進やそのＰＲ
• 転職なき移住を支えるリニア通勤可能地域となることの首都圏へのＰＲ
• SNSを活用した就職情報の発信

• 三重県の魅力の情報発信・プロモーション
• 地域交通拠点までの交通網の充実

②海辺から山麓エリアまで揃う三重
ならではの体験の提供と賑わい
創出の仕掛けづくり

• 潮干狩りから森林セラピーなど、三重の様々な自然に触れる機会のＰＲ
• 多彩な自然環境を生かした既存資源のリノベーションの実施
• 農林水産業などの地域のお手伝いをきっかけにした企業と地域の関係づくり

②移住・二地域居住を支える
快適なリモートワークが可能な
サードプレイス環境の提供

• 豊かな自然環境を生かしたコワーキング施設やインキュベーション施設の整備
• 既存のコワーキング施設やインキュベーション施設を活用した利用者同士が交流できる

場と仕組みづくり

④若年層・子育て世代の定住を促す
働く場・子育て環境の創出

• 若年層の働く場の確保のための地域一体で行う採用活動等の支援
• 子育て中の女性が働きやすい職場づくり（セミナー開催、相談窓口設置）
• 空き家の利活用など住宅取得の支援

みえリニア戦略プラン（仮称）中間報告 概要

１ みえリニア戦略プラン（仮称）策定の趣旨

⚫ リニアは品川－名古屋間の先行開業と品川－大阪間の全線開業の２段階での開業が予定され、
それぞれの段階のインパクトを拡げる具体的な取組を検討

⚫ 南北に長い県内を３つのブロックに分けて、それぞれの強みや特色を生かして重点的に展開する
プロジェクトを「リーディングプロジェクト」としてとりまとめ

⚫ 中間報告では、主に先行開業を見据えた取組を中心にとりまとめ

２ リニアがもたらすインパクト

⚫ リニアの先行開業による経済効果は約10.7兆円。名古屋起点の120分圏人口は三大都市圏で最大
⚫ 品川－名古屋間が40分で結ばれることにより、公共交通利用で品川からの120分圏域に含まれる駅は、

桑名駅から松阪駅まで拡大
⚫ この時間短縮による新たな生活スタイル・ビジネススタイル、人や情報の活発な交流や、ビジネス流動

の活発化が期待
⚫ 「リニア」と「鉄道・高速道路ネットワーク」の多重化・代替性の強化による災害リスクの分散が期待

３ リニアとともにめざす三重の姿

圧倒的な移動時間の短縮と先進
的な技術により、三重の豊かさ
と大都市圏の多様さを手に入れ
るリニア時代の新たなライフス
タイルを創出

⚫ 新たな玄関口から始まるこれからの時代に選ばれる三重となるために３つの姿を実現

４ めざす三重の姿に向けての３つの戦略

めざす三重の姿

戦略１ リニア時代の新たなライフ
スタイルの創出＜暮らし方・働き方＞ 戦略２ 新たな玄関口からはじまる観光

交流の拡大＜観光・交流＞

戦略３ 新たな玄関口から生まれるビジネス交流の拡大
＜産業・経済＞

新街道で日本のサー
ドプレイス・賑わい
づくり

戦略を支える基盤づくり
＜リニア駅を核とした交通ネットワークの形成・まちづくり＞

販路拡大
新規ビジネス創出

関係人口・交流人口の増加

新規雇用の創出
若者・女性の定着

戦略の位置づけ

図１ 先行開業（名古屋開業）の経済効果

⚫ 三重県は大学進学者の約８割が県外大学に進学して
おり、若者の人口減少の要因の一つになっています。

⚫ 高速交通がない三重県では物理的距離のハードルが
高く、地方に住みながら大都市で働くといった柔軟
な暮らし方・働き方はそれほど進んでいません。

⚫ リニアとデジタルをはじめとする先端技術サービス
の早期実装によって、三重県から流出することなく、
住む場所と進学・就職の選択肢が広がります。

⚫ 一方で、大都市圏への企業や労働力、居住者などの
流出といったストロー現象が懸念されます。

出典：三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社

図３ リニア開業による品川起点の時間圏の変化

現状と課題 図 県内高校を卒業（浪人含む）した大学進学者の地域別進学先

実用化が進む次世代交通に対応
したリニア三重県駅と地域交通
拠点とが効率的に結ばれ、県内
外の観光・ビジネス交流が飛躍
的に発展

新たな玄関口の魅力と県内各地
の豊かな魅力とが繋がることで、
三重にしかない暮らしや、働き
方、来訪スタイルを実現

⑤高齢者も安心して暮らせる生活環境
の充実

• ＤＸを活用した医療・健康管理の向上やコミュニケーション促進の環境づくり
• ラストワンマイル配送や新たなモビリティ活用による移動手段の確保

4,104

5,217

6,228

2,993

5,949
6,428

2,927 2,943

4,816

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

現状 名古屋開業 大阪開業

品川起点 名古屋起点 大阪起点

（万人）

図２ リニア開業による3大都市圏各起点の120分圏人口

①三重の豊かさを生かした新た
なライフスタイルが創出されて
いる

②県内交通ネットワークの形成に
よる観光・ビジネス交流が活発
化している

③人々の「癒やしの空間」として
存在感を示している

美し国三重にしかない強みを生かした
一体的なブランディング

デジタルをはじめとする先端技術
サービスの早期実装

戦略的視点

出典：三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社試算 出典：三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社試算

戦略の取組においては、行政、関係団体や交通事業者などさまざまな主体における状況を踏まえ、
民間事業者の採算性の確保など、経営の自主性を尊重しながら、具体化に向けて検討を進めます。

名古屋

品川

名古屋

品川

■60分圏
■120分圏

［品川起点の現状の時間圏］ ［品川起点の先行開業時の時間圏］

リニア中央新幹線

出典：三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社試算

【別紙】
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戦略２ 新たな玄関口からはじまる観光交流の拡大 取組１ もっと身近に便利に旅を楽しめる三重に

①県内全域を対象とした総合交通・
観光案内の充実

取組２ リニア駅から魅力ある滞在型・周遊観光の旅を提供する美し国三重に

①東海道や旧街道等を切り口とした
観光エリアの形成

• 県内の周遊に繋げる交通案内の充実
• 県内各地域の交通・観光情報のリアルタイムの共有

• 東海道や旧街道と地域資源の結びつけによる周遊の促進
• 既存鉄道を活用した周遊の促進

②広域ＭａａＳの活用による情報提供
やワンストップ予約・決済等の提供

③リニア三重県駅や地域交通拠点の
独自性・魅力の向上

⑤観光地内のサイズ感に応じた
シェアリング型移動サービス

④地域交通拠点を中心とした観光地
までの交通ネットワークの構築

• 鉄道ネットワークにおける交通系ＩＣカード化の促進
• 複数の交通機関で使えるクレジットカード決済の仕組みや一体的に予約ができる仕組み

• 拠点周辺の資源を活用した体験メニューやイベント開催等の魅力発信
• 地域ブランドとなる地場産品の販売場所の拡大

• 既存交通インフラの活用やそれらを補完する新たなモビリティの導入
• バス路線の再編・集約、地域交通拠点と観光地間の移動環境の充実

• レンタカー、シェアサイクルなど、シェアリング型移動サービスの行政域を越えた
広域的導入

②当地ならではの地場産業とコラボ
したＰＲの実施

③観光コンテンツの組合せによる
プロモーションの展開

④周遊観光を可能にする旅行者の
ニーズに合わせた二次交通の充実

⑤インバウンド向けのプロモーション
と多言語対応施設の充実

⑥三重ならではの体験コンテンツの
充実

⑦ブレジャーを促進するための取組や
ブレジャー用観光メニューの充実

⑧滞在型観光を促す受入体制の充実

• 地場産業と特産物をセットにした商品開発・ＰＲ

• テーマパーク、公園、夜景、お祭りなど観光資源を活用したプロモーション・集客資源
間のゾーン形成

• 自然、文化、名所、スポーツ、古道、街道、まちなみ、神社仏閣など点在する共通資源
や組合せによる資源の魅力向上

• 鉄道との乗換が便利な二次交通の充実、ライドシェアの推進、既存コミュニティバスの
観光への活用

• 花火大会や祭りなどの開催時期に併せたメニュー開発とプロモーションの実施
• 多言語対応（案内の充実、人材の確保・育成）

• 閑散期に提供できる体験コンテンツの充実、風土・文化の活用
• 工芸、グルメ、アクティビティ（登山、サイクリング等）の体験ツアーの造成

• ブレジャー用観光メニューの開発、地域交通拠点におけるブレジャー機能の導入

• 既存宿泊施設の連携・活用、民泊や農泊など地域や繁閑にあわせた受け入れ体制の充実

取組１ クリエイティブな人材や企業をひきつける交流空間を創出する三重に

①地域産業の情報発信やビジネス
交流の拠点となる機能の整備

取組２ 大都市圏の多様さと地域をつなげ新たな産業・雇用を創出する三重に

①スタートアップや新規事業の
創出・業態転換等を支援する
インキュベーション施設整備

取組３ 行政・企業・高等教育機関の機能移転やバックアップの拠点となる三重に

①防災を意識した行政・企業・
高等教育機関の機能移転、
バックアップ拠点の誘致

• 首都圏のビジネスパーソンとのマッチング機会の創出
• 空きオフィスの活用など地域産業の情報発信機能やコワーキングスペースの整備

• 既存のインキュベーション施設の活用と成長を促す仕組みづくり
• 空き店舗を活用したチャレンジショップなどの仕組みづくり

• 企業の資産であるデータ関連のバックアップ拠点（特化型のデータセンター）の整備
• 文化庁のような省庁の一部の誘致

②高付加価値型産業や成長分野と
なる可能性がある研究所・産業
の誘致・促進

③革新的・先進的技術やサービス
の社会実装実験場所の提供

④公設試験研究機関のサテライト
施設の誘致

②高速通信ネットワークなどの
デジタルインフラの整備

③サテライトオフィス、シェア
オフィス、ベンチャーオフィス
環境の提供

• ＷｉＦｉ設備の設置やローカル５Ｇの敷設、サテライトオフィスへの通信インフラの整備
• 既存の情報システムやネットワークの安定運用、適切な情報セキュリティの確保

• サテライトオフィスやシェアオフィスの設置
• オフィス環境提供とあわせた創業支援の実施
• 都市圏からの滞在時に副業に活動できるビジネス拠点の確保
• 従業者や研究者のストレス軽減やリフレッシュできる環境整備

• 観光と連携した産業観光の推進（地場産業や農産物等の活用）
• 首都圏とのアクセス利便性の良さのＰＲ
• 立地を促す優遇税制措置の導入、国際的なビジネス展開の支援、研究機能の立地・強化を

図るための制度導入
• 高付加価値型産業に必要なスキルを持つ人材育成
• 生産拠点がある強みを生かした研究所の誘致・設置
• 半導体産業の集積を生かした企業や研究開発拠点の誘致

• 都市部では困難な社会実装に向けた実装エリアの提供、高専・大学等の実証の場所の提供
• 資金面・人員面での研究協力による投資リスクの大きい研究開発に挑戦する企業の誘致

• 既存公設試験研究機関の機能拡充・活用
• 気象（地震・雨）をテーマとした研究の機能誘致
• 林業が盛んな地域における花粉症対策の研究施設の整備

桑名
桑名駅＋西桑名駅

四日市
近鉄四日市駅＋JR四日市駅

鈴鹿
伊勢若松駅＋白子駅

津
津駅＋津なぎさまち

松阪
松阪駅

伊勢
伊勢市駅＋宇治山田駅
＋五十鈴川駅

鳥羽
鳥羽駅＋鳥羽港

志摩
鵜方駅
＋志摩スペイン村

尾鷲
尾鷲駅＋県立熊野古道センター

熊野
熊野市駅＋道の駅熊野・花の窟
＋鬼ヶ城

伊賀・名張
伊賀上野駅＋上野市駅
＋近鉄伊賀神戸駅
＋近鉄名張駅

大台
三瀬谷駅
＋道の駅奥伊勢おおだい

紀北
紀伊長島駅
＋道の駅紀伊長島マンボウ

いなべ
阿下喜駅＋伊勢治田駅

富田
近鉄富田駅＋三岐鉄道富田駅
＋JR富田駅

亀山
亀山駅

御浜
阿田和駅＋道の駅パーク七里御浜

紀宝
紀伊井田駅＋道の駅紀宝町ウミガメ公園

長島リゾート
＋桑名駅＋西桑名駅

ＶＩＳＯＮ
＋松阪駅

鈴鹿サーキット
鈴鹿スポーツガーデン
＋白子駅
＋伊勢鉄道鈴鹿サーキット稲生駅

湯の山温泉
アクアイグニス
＋湯の山温泉駅
＋道の駅菰野

鉄道駅

港（旅客船）

道の駅

集客施設

広域拠点

補完拠点

交流拠点

地域交通拠点
• 県内各地域の玄関口となる交通結節点
で、地域の施設を結ぶ様々な交通手段
の接続・乗継拠点

取組１ 道路ネットワークの整備

取組２ 鉄道ネットワークの強化・充実

取組３ 新たな二次交通ネットワークの形成

「地域交通拠点」間の高規格道路等の充実
• 高規格道路のネットワーク強化（新名神高速道路、近畿自動車道紀勢
線、東海環状自動車道、四日市インターアクセス道路、鈴鹿亀山道路、
名神名阪連絡道路、伊勢志摩連絡道路、四日市湾岸道路など）

• 主要幹線道路の整備（国道１号（北勢バイパス、関バイパス）、
国道２３号(中勢バイパス、鈴鹿四日市道路）など）

既存鉄道の利便性の向上
• 交通系ＩＣカード化やタッチ決済、タッチレスやオンライン認証乗車
等の可能エリアの拡大や導入

• 複数路線鉄道駅の乗換利便性の向上
• 鉄道間の乗り継ぎダイヤの調整

既存鉄道の速達化や多頻度運行
• 特急運行・直通運行による速達化
• 需要創出による多頻度運行

リニア発着に合わせた定時性のある交通ネットワークの構築
• リニア発着にあわせた接続（ダイヤ、時間の読める道路など）
• 地域交通拠点とのシャトルバス運行

高速バス路線開設
• 名古屋駅直通バスの運行拡充
• 高速バス路線の充実

地域交通拠点周辺の次世代モビリティ・システムの導入
• 地域交通拠点から観光地までの電動キックボード等の
次世代モビリティの導入

地域交通拠点エリアを連結する自動運転モビリティの導入
• 地域交通拠点と観光拠点間や近接する拠点間等の自動運転の導入

太平洋岸自転車道やサイクルトレインの環境整備や機能の充実
• 道路環境、サイクルステーションなどの充実
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現状と課題 図 訪日外国人訪問率の都道府県ランキング

1.9 

1.0 

0.8 

0.7 

0.6 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0

三重県

長野県

山形県

宮城県

広島県

滋賀県

福島県

京都府

秋田県

岩手県

図 電子部品・デバイス・電子回路製造業製造品出荷額ラ
ンキング

⚫ 三重県の電子部品・デバイス・電子回路製造業
の製造品出荷額等は、全国１位となっています。

⚫ 三重県と就職支援協定を締結している大学のＵ
ターン就職率は３割程度で推移しています。

⚫ ワーケーションに利用している都道府県ランキ
ング（2022年）は三重県が２位となるなど、
三重県のワーケーション先としてのポテンシャ
ルは高いことがうかがえます。

現状と課題

（兆円）

出典：経済産業省「2023年経済構造実態調査製造業事業所調査」

出典：観光庁「訪日外国人消費動向調査」（2023年間集計表）

５ 戦略を支える基盤づくり

⚫ 本県における日本人延べ宿泊者数はコロナ禍前
を超えているものの、外国人延べ宿泊者数は
令和６年の日本全体の訪日外客数が過去最多を
記録するなか、コロナ禍前まで回復していない
状況にあります。

⚫ 国内における魅力度の都道府県ランキングをみ
ると、三重県は21位と中位に位置している一方
で、市区町村ランキングでは伊勢市や志摩市が
上位にランクインしているなど、三重県内にも
魅力度の高い地域も存在します。

⚫ 訪問率の低さの要因の一つとして、空港や新幹
線の高速交通が県内で接続していないこともあ
げられます。

⚫ また、交通が便利になると観光客の増加が期待
される一方、日帰り旅行者が増え、宿泊客が減
ることも懸念されます。

戦略３ 新たな玄関口から生まれるビジネス交流の拡大

8



9



10



（所管事項） 
 

 

３ 「県と市町の地域づくり連携・協働協議会」の 

        令和６年度の実施状況報告等について 
 

 

１ 「県と市町の地域づくり連携・協働協議会」について 

平成 20年５月に制定された「三重県地域づくり推進条例」（以下「条例」という。）

第４条において、「県は、地域づくりが円滑かつ効果的に行われるよう必要な仕組み

を構築し、機能させるものとする。」と県の役割が規定されています。 

このため、県では、条例に規定された県の役割を実現するため、平成 21年２月に

「県と市町の地域づくり連携・協働協議会」（以下「協議会」という。）を市長会、

町村会との共管で設立し、連携・協働して地域づくりに向けた取組を進めています。

（別紙１） 

 

２ 令和６年度の実施状況報告 

協議会全体の令和６年度における取組概要については、別紙２のとおりです。 

※９月に条例第５条の規定に基づき「地域づくり実施状況報告書」として取りま

とめて県議会に報告するとともに、県ホームページで公表 

なお、協議会に設置された検討会議の取組のうち、成果があった取組数は、「みえ

元気プラン」における「施策９－１市町との連携による地域活性化」のＫＰＩの一

つに位置付けられています。 

 

３ 令和７年度の取組 

（１）全県会議 

全県的な課題をテーマとする「検討会議」として以下の会議を設置し、課題の解

決に向けた検討を進めます。 

 

○人口が減っても住み続けられる地域コミュニティのしくみ検討会議【継続】 

これまでの取組で把握した各地域の課題に対するさまざまな対応方法について

習得する機会を設定するなど、県と各市町の情報共有や職員の知識・スキルの向上

を図る取組を進めます。今年度は、特定地域づくり事業協同組合制度等の先進的な

取組について、県内事例の共有、研究や意見交換を行い、人口が減っていく中でも

住み続けられる地域コミュニティづくりに取り組みます。 

 

○地域共生社会の実現をめざした地域づくり検討会議【新規】 

  さまざまな課題を抱える人・世帯が地域とつながり、必要な支援を受けられるよ

う、県、市町職員が多様な関係者とともに、先進事例の研究、地域生活課題の把握、

意見交換等を行い、それぞれの地域の状況に応じた包括的な支援体制づくりを検討

し、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく地域共生社会の

実現をめざします。 
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（２）地域会議 

知事と市町長との対話により、県と市町のパートナーシップを深化させるととも

に、地域の諸課題に対する共通認識の醸成を図るための「円卓対話」を開催します。 

また、各地域防災総合事務所及び地域活性化局と関係市町で協議のうえ決定した

地域共通の課題をテーマとする「検討会議」を設置し、大規模災害時における広域

連携や県と市町の連携強化、ⅮＸの推進、地域資源を生かした地域づくりなど、各

地域における独自課題の解決に向けた具体的な取組について検討を進めます。 

なお、各地域機関の検討会議テーマ（令和７年５月末現在）は以下のとおり。 

 

         

地域機関名 検討会議テーマ 

桑 名 
① 災害時の広域連携について【継続】 

② デジタル技術等を活用した効率的な業務改善について【継続】 

四日市 
① 災害時の広域連携について【継続】 

② 多文化共生の推進について【新規】 

鈴 鹿 
① 鈴鹿亀山地域における広報・シティプロモーションについて【新規】 

② 鈴鹿亀山地域の防災・減災対策について【継続】 

津 
① 津市大門・丸之内地区におけるまちづくりについて【継続】 

② 名松線の利用促進と美杉地域の魅力発信について【継続】 

松 阪 
① 松阪地域全体で取り組むべき防災対策とその連携について【継続】 

② 管内市町のプロジェクトとその連携について【継続】 

伊 賀 

① 適切な災害対応のための市の取組の強化および市と県の連携強化につい

て【継続】 

② 地域の「稼ぐ力」を学ぶ ～関係人口を活用した地域創生の可能性【新規】 

南勢志摩 
① 大規模災害時における県と市町の連携強化について【継続】 

② ＤＸの推進について【継続】 

紀 北 

① 県と市町の若手職員の交流による地域資源を生かした地域づくりの取組

検討について【新規】 

② 県と市町の連携強化による被災者支援体制の充実について【継続】 

紀 南 
① 地域の魅力ある働く場の情報発信について【継続】 

② 20年先を見据えた紀南地域の地方自治体のあり方と連携について【継続】 

計 18テーマ 
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Ⅰ.県と市町の地域づくり連携・協働協議会の仕組み 

１ 協議会の仕組み 

全県会議                      地域会議 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総会 

○全県的な課題について意見交換 

○連携・協働、役割分担のあり方の

対応策の承認 

○検討会議等での検討指示 

構成：市町長 

   市長会会長、町村会会長 

   知事、副知事 

   危機管理統括監 

各部局長等 

地域防災総合事務所長・ 

地域活性化局長 

調整会議 

○地域づくりに関する各種協議 

○検討会議の設置決定、協議内容に

係る意見調整 

構成：市町企画担当課長 

県各部局主管課長 

地域防災総合事務所・地域活

性化局担当室長 

検討会議 

○全県的な課題に関する取組 

構成：市町関係課 

県関係課等 

報告 指示 

報告 

指示 

 
課題の 
共有 

円卓対話 

○市町固有の具体的課題を議論 

○課題等の共通認識の醸成と解決を

導くための協議 

構成：市町長、知事 

円卓グループ対話 

○地域共通の課題を議論 

○地域課題の共通認識の醸成と地域

における連携・協働に向けた協議 

構成：関係市町長、知事、地域防災総

合事務所長・地域活性化局長 

調整会議 

○地域防災総合事務所・地域活性化局

単位等での地域づくりに関する各

種協議 

○検討会議の設置決定、協議内容に係

る意見調整 

構成：市町関係部課長 

地域防災総合事務所長・地域

活性化局長 

地域防災総合事務所・地域活

性化局担当室長 

検討会議 

○桑名、四日市、鈴鹿、津、松阪、伊

賀の６地域防災総合事務所、南勢志

摩、紀北、紀南の３地域活性化局に

おける地域課題への取組 

構成：関係市町関係課、関係地域防災

総合事務所・地域活性化局担当

室、関係県地域機関等 

報告 

指示 

事務局 ： 県・市長会・町村会 

別紙１ 
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「三重県地域づくり推進条例」第５条の規定に基づく地域づくり実施状況報告 
令和６年度「県と市町の地域づくり連携・協働協議会」の取組概要 

 
 

１ 全県会議 【開催回数 計６回】 
全県会議は、全県的な課題を協議･検討するために設置しています。 

 

名 称 役割と構成 主な会議テーマ等 

総会 

【開催回数 

１回】 

 

◆全県的な課題について意見交換 

◆連携・協働、役割分担のあり方の

対応策の承認 

◆検討会議等での検討指示 

【構成】 

市町長、市長会会長、町村会会長、 

知事、副知事、危機管理統括監、 

各部局長等、地域防災総合事務所

長・地域活性化局長 

 

◆県からの報告事項 

◆意見交換 

①三重県の周産期医療体制について 

②多文化共生社会の実現に向けた自治体の 

取り組みについて 

③能登半島地震をふまえた南海トラフ地震 

対策の強化～避難所の環境改善～ 

調整会議 

【開催回数 

２回】 

 

◆地域づくりに関する各種協議     

◆検討会議の設置決定、協議内容に

係る意見調整 

【構成】 

市町企画担当課長、県各部局主管 

課長、地域防災総合事務所・地域 

活性化局担当室長 

 

◆活動報告 

◆全県会議・検討会議の取組について 

◆検討会議の設置 

◆県からの報告事項 

検討会議 

【開催回数 

３回】 

 

◆全県的な課題に関する取組       

【構成】 

市町関係課、県関係課等 

 

◆人口が減っても住み続けられる地域コミュ 

ニティのしくみ検討会議 

 

別紙２ 
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２ 地域会議 【開催回数 計 86回】 

   地域会議は、地域防災総合事務所・地域活性化局を単位として市町の地域づくりに関す

る課題等を協議・検討するために設置しています。 

名 称 役割と構成 

円卓対話 

【開催回数 10回】 

◆県と市町のパートナーシップの深化 

◆地域の諸課題に対する共通認識の醸成と解決を導くための協議 

【構成】市町長、知事 

円卓グループ対話 

【開催回数 －回】 

◆県と市町のパートナーシップの深化 

◆地域の諸課題に対する共通認識の醸成と解決を導くための協議 

【構成】関係市町長、知事、地域防災総合事務所長・地域活性化局長 

調整会議 

【開催回数 17回】 

◆地域防災総合事務所・地域活性化局単位等での地域づくりに関する各種 

協議 

◆検討会議の設置決定、協議内容に係る意見調整 

【構成】市町関係部課長、地域防災総合事務所長・地域活性化局長、 

地域防災総合事務所・地域活性化局担当室長 

検討会議 

【開催回数 59回】 

◆桑名、四日市、鈴鹿、津、松阪、伊賀の６地域防災総合事務所、南勢志摩、

紀北、紀南の３地域活性化局における地域課題への取組 

【構成】関係市町関係課、関係地域防災総合事務所・地域活性化局担当室、 

関係県地域機関等 
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＜円卓対話＞【開催回数 計 10回】 

「知事と市町長の円卓対話」は、対話を通した、県と市町のパートナーシップの深化、

地域の諸課題に対する共通認識の醸成をめざし、「地域の諸課題について、知事が地域に出

向き、現場で、直接、市町長から聴く」こと、また、上座下座なしという「円卓」のイメ

ージを大切にし、知事と市町長の自由闊達な対話の場づくりをめざすことを目的として開

催しました。 

開催日 市町名 対談項目 

 ５月22日 亀山市 

① 子ども・子育て施策の充実・強化について 

② 太陽光発電施設の適切な設置・管理について 

③ 地域コミュニティの維持及び活性化に向けた支援について 

 ５月30日 大台町 

① 宮川の流量確保について 

② 主要地方道大台宮川線・天ケ瀬地内の道路整備について 

③ 太陽光発電施設の適正な管理について 

④ 災害時における県緊急派遣チームの派遣について 

 ６月18日 木曽岬町 
① 防災対策について 

② 県境の町の一体的な地域づくりについて 

 ７月３日 伊賀市 
① これからのまちづくり 

② 防災対策について 

 ７月12日 伊勢市 
① ご遷宮に向けた観光政策の推進について 

② 地震や風水害に対する防災・減災対策の強化について 

８月８日 鳥羽市 
① 鳥羽駅周辺エリアを起点とした賑わい創出 

② 人口減少を見据えた持続可能なまちづくり 

８月 25日 松阪市 

① 小児一次二次医療体制と小児の健診業務等、小児科医不足にかかる

三重県のイニシアティブについて 

② 三重県再生資源物の屋外保管に関する条例の制定について 

③ 松阪港（重要港湾津松阪港大口地区）への「にっぽん丸」寄港の実

現に向けた整備及びカーボンニュートラルポートの実現について 

④ 過疎地における自家用車活用事業（日本版ライドシェア）について 

 ９月17日 鈴鹿市 
① 地域医療体制の確保について 

② 地域公共交通の活性化について 

10月８日 尾鷲市 

① 林業政策について 

② 医師、看護師等の確保について 

③ 子ども・子育て支援について 

  ３月18日 四日市市 
① ＪＲ四日市駅前の大学設置に向けた三重県の参画について 

② 「夜間中学」及び「学びの多様化学校」の分校招致について 
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＜調整会議＞【開催回数 計 17回】 

各地域防災総合事務所・地域活性化局において、検討会議の設置等について協議・調整

を行うとともに、県・市町間で地域づくりに関する地域課題等についての情報共有を行い

ました。 

 

＜検討会議＞【開催回数 18テーマ 合計 59回開催】 

地域会議の各検討会議の主な取組状況は、以下のとおりです。 

地域機関名 検討会議テーマ：開催回数 

桑 名 
◆災害時の広域連携について：２回 

◆デジタル技術等を活用した効率的な業務改善について：２回 

四日市 
◆災害時の広域連携について：２回 

◆行政におけるＤＸの推進について：４回 

鈴 鹿 
◆鈴鹿亀山地域における移住・定住促進について：４回 

◆鈴鹿亀山地域の防災・減災対策について：３回 

津 
◆津市大門・丸之内地区におけるまちづくりについて：５回 

◆名松線の利用促進と美杉地域の魅力発信について：７回 

松 阪 
◆管内市町のプロジェクトとその連携について：３回 

◆松阪地域全体で取り組むべき防災対策とその連携について：４回 

伊 賀 

◆適切な災害対応のための市の取組の強化および市と県の連携強化につい

て：３回 

◆「県と市の若手職員による地域を元気にする取組」の支援について：５回 

南勢志摩 
◆大規模災害時における県と市町の連携強化について：４回 

◆ＤＸの推進について：２回 

紀 北 
◆「関係人口」とつくる持続可能な地域づくり：２回 

◆災害に対する即応力の強化について：２回 

紀 南 
◆20年先を見据えた紀南地域の地方自治体のあり方と連携について：２回 

◆地域の魅力ある働く場の情報発信について：３回 
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（所管事項） 

  ４ 次期「三重県過疎地域持続的発展方針（案）」について 
 

１ 要旨 

「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」（令和３年４月１日施行。以

下「法」という。）に基づく「三重県過疎地域持続的発展方針」（以下「過疎方針」

という。）について、令和７年度で現行の期間が終了するため、法期限である令和 12

年度までの５年間を期間とする次期過疎方針（案）をとりまとめました。 

 

２ 法の目的及び過疎方針等の位置づけ 

（１）法の目的 

   過疎地域の持続的発展（地域における持続可能な地域社会の形成及び地域資源

等を活用した地域活力のさらなる向上）を支援し、人材の確保及び育成、雇用機

会の拡充、住民福祉の向上、地域格差の是正等に寄与することとしています。 

 

（２）過疎方針及び過疎地域持続的発展県計画 

過疎地域の持続的発展を図るため、国の同意を得て過疎方針を策定するととも

に、過疎方針に基づき、「三重県過疎地域持続的発展計画」（以下「県計画」とい

う。）を策定します。 

 

【参考】過疎方針及び県計画で定める事項（法第７条及び第９条） 

〇過疎方針：過疎地域の持続的発展に関する基本的な事項、実施すべき施策 

〇県 計 画：過疎市町に協力して講じようとする措置の計画として、過疎地 

域の持続的発展の基本的方針、目標、実施すべき施策等 

 

（３）過疎地域持続的発展市町計画 

過疎市町（特定市町村含む）は、過疎方針に基づき、県への協議及び当該市町

の議会の議決を経て、「過疎地域持続的発展市町計画」（以下「市町計画」という。）

を策定します。 

市町計画に基づいた事業の実施にあたっては、過疎対策事業債の活用など財政

優遇措置が講じられます。 

 

【参考】過疎方針等の策定の流れ（法第７条～第９条） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提出 

市町 県 

 
過疎方針(法第７条) 

県計画（法第９条） 

市町計画（法第８条） 

協議 

同意 

協議 

提出 

国 

※過疎方針に 

基づき策定 
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３ 過疎方針（案）の概要（別紙１） 

（１）期間 

令和８年４月１日から令和 13年３月 31日までの５年間 

※法の期限は令和 13年３月 31日まで 

 

（２）対象地域（別紙２） 

国が定める「人口要件」及び「財政力要件」の基準により、県内では 10市町（14

地域）が過疎地域に、１市（１地域）が特定市町村に指定されています。 

 

【過疎地域】10市町（14地域） 

（全部過疎市町）尾鷲市、鳥羽市、熊野市、志摩市、大台町、大紀町、南伊勢町、紀北町 

（一部過疎市町）松阪市（旧飯南町、旧飯高町） 

伊賀市（旧島ヶ原村、旧阿山町、旧大山田村、旧青山町） 

【特定市町村】１市（１地域） 

津市（旧美杉村） ※経過措置（令和８年度まで）として支援等が継続される地域 

 

（３）構成 

   法第７条に基づき、過疎方針の第１に過疎地域の持続的発展に関する基本的な

事項、第２から第 13には実施すべき施策に関する事項を定めています。 

 

 

 

 

４ 過疎市町の状況及び主な追加内容 

（１）過疎市町の状況 

過疎地域を有する市町における人口減少の加速傾向は変わらず、また、地方税

をはじめとする自主財源が乏しい財政状況にあるなど、取り巻く環境は厳しいも

のとなっています。 

   一方、過疎地域には、都市部にはない自然環境、生活文化等があり、若い世代

を中心とした移住への関心の高まりや、リニア中央新幹線の開業を見据えた動き

など、課題の克服に向けた新たな潮流も生じてきています。 

第６ 生活環境の整備  

第７ 子育て環境の確保、高齢者等の保健・

福祉の向上および増進 

第８ 医療の確保 

第９ 教育の振興 

第 10 集落の整備 

第 11 地域文化の振興等 

第 12 再生可能エネルギーの利用の推進 

第 13 その他地域の持続的発展に関し必要 

  な事項 

第１ 基本的な事項 

１ 過疎地域の現状、課題と新たな潮流 

２ 過疎地域持続的発展の基本的方針 

３ 広域的な経済社会生活圏の整備の計

画等との関連 

４ 県の責務 

第２ 移住・定住・地域間交流の促進、人材 

育成 

第３ 農林水産業、商工業、情報通信産業そ

の他の産業の振興および観光の開発 

第４ デジタル社会の推進  

第５ 交通施設の整備および住民の日常的

な移動のための交通手段の確保  
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（２）主な追加内容 

  過疎地域を有する市町において人口減少が今後も続く状況や、過疎市町や有識

者への意見聴取の結果等をふまえ、主に以下の取組を新たに追加しました。 

 

【第２ 移住・定住・地域間交流の促進、人材育成】 

 〇地域の担い手確保に向けた特定地域づくり事業協同組合制度の活用 

〇ジェンダーギャップの解消に向けた意識啓発や職場づくりの支援 

【第３ 農林水産業、商工業、情報通信産業その他の産業の振興および観光の開発】 

  ○滞在型観光コンテンツの磨き上げや地域ブランディングの取組支援 

【第４ デジタル社会の推進】 

【第５ 交通施設の整備および住民の日常的な移動のための交通手段の確保】 

〇自動運転、ＭａａＳ、ＡＩを活用したデマンド交通等の技術を活用した市町の 

移動サービスの導入支援 

 【第６ 生活環境の整備】 

  ○南海トラフ地震に備えた救助・救援態勢の整備・孤立地域対策 

 【第７ 子育て環境の確保、高齢者等の保健・福祉の向上および増進】 

  〇福祉・介護人材確保対策の推進 

【第 10 集落の整備】 

 〇集落支援員を中心とした地域の維持・活性化の取組の支援 

 

５ 作成スケジュール 

 過疎方針と県計画の策定については、以下のスケジュールで取り組んでいきます。 

 

令和７年１月  過疎方針案に係る県から市町への意見照会 

３月末 過疎方針案等作成に係る国からの協議手続き等に関する依頼 

     ４月～ 過疎方針素案の作成 

     ５月  有識者からの意見聴取 

     ６月  常任委員会で過疎方針案の説明 

     ７月  過疎方針案の国への協議 

     ８月末 過疎方針策定・公表、市町への周知 

10月  常任委員会で県計画中間案の説明 

11月  パブリックコメントの実施 

令和８年３月  常任委員会で県計画最終案の説明 

３月末 県計画の策定 
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【三重県内の過疎地域・特定市町村】（令和７年４月１日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

神島 神島  

整 備 済 み 

 

桑
名
市 

 

い
な
べ
市 

  

木曽岬町 

菰野町 

東員町 

四日市市 川越町 

鈴鹿市 

伊賀市 

名張市 

市 

朝日町 

松阪市 

多気町 

明
和
町 

玉城町 伊勢市 

鳥羽市 

志摩市 

度会町 

南伊勢町 
大
紀
町 

尾鷲市 

熊野市 

御浜町 

紀宝町 

過疎地域 10市町（14地域） 
（全部過疎市町） 
尾鷲市、鳥羽市、熊野市、志摩市、大台町、大紀町、 
南伊勢町、紀北町 

（一部過疎市町） 
松阪市（旧飯南町、旧飯高町） 
伊賀市（旧島ヶ原村、旧阿山町、旧大山田村、旧青山町） 

 

亀山市 

紀北町 

津 市 

市 

大台町 

旧飯南町地域 

旧飯高町地域 

旧美杉村地域 

旧阿山町地域 

旧島ヶ原村地域 

特定市町村 １市（１地域） 
津市（旧美杉村） 

旧大山田村地域 

旧青山町地域 

別紙２ 
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（所管事項） 

 

５ 「三重県熊野古道活用プラン（仮称）」最終案について 
 

「三重県熊野古道活用プラン（仮称）」（以下「プラン」という。）については、昨年

度から策定作業を進めてきましたが、令和７年３月にとりまとめた中間案をもとに、

あらためて有識者からの意見聴き取り、熊野古道沿線市町及び庁内関係部局への意見

照会を行い、最終案をとりまとめました。 

 

１ 中間案に対する主な意見と対応 

 

※参考 

世界遺産登録範囲はこれまで「プロパティ」と呼称していましたが、令和７年

５月に県教育委員会において用語を「コンポーネントパーツ」に改訂したため、

「コンポーネントパーツ」に修正しています。 

 

２ 今後の対応 

プランの推進にあたっては、市町、（一社）東紀州地域振興公社、交通事業者及

び庁内関係部局等と連携し、観光インフラ整備、「魅力」の発信、熊野古道の保全

に取り組むとともに、南部地域振興局において進行管理を行いながら、着実に取

組を進めていきます。 

意見の概要 対 応 

プロモーションを進めていくにあた

り、プランの記載にあるようなキャ

ッチフレーズを前面に出して情報発 

信を行うことが有効と思われる。 

（有識者） 

今後の取組の中で、伊勢路の特徴をふ

まえたキャッチフレーズ（二大聖地を

結ぶ絶景の道）を効果的に活用したプ

ロモーションを行っていくこととしま

す。 

 

熊野古道を歩くことが癒しにつなが

るという魅力も発信してはどうか。 

（有識者） 

「森林地帯を実感できる『絶景の道』

であり、歩く人の癒しや安らぎにつな

がるなど、様々な魅力があります」に

修正。 

 

熊野古道伊勢路の来訪者数の目標値

は、環境保全や持続可能性の観点か

ら考えると、単に来訪者が増えるこ

とが良いとは思えないため、今後

は、これらをふまえた評価指標を検

討してはどうか。（有識者） 

熊野古道伊勢路の来訪者数は、「みえ

元気プラン」において、令和８年度ま

での目標値が設定されているため、そ

の目標値（令和８年度 44万人）をプ

ランの目標として設定します。 

一方、令和９年度以降については、ご

意見をふまえ、評価指標を含め、あら

ためて検討を行っていくこととし、そ

の旨を記載。 
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（所管事項） 
 

６ 審議会等の審議状況について（報告） 

 （令和７年２月17日～令和７年６月２日） 

 

 

１ 審議会等の名称 三重県国土利用計画審議会 

２ 開催年月日 令和７年３月17日 

３ 委員 
会長 浅野 聡 

委員 大萱 宗靖 他10名 

４ 諮問事項 三重県土地利用基本計画の変更について 

５ 調査審議結果 

三重県土地利用基本計画における農業振興地域の整備に

関する法律に規定する変更について、原案どおり承認を得

た。 

６ 備考  

 

 

１ 審議会等の名称 三重県スポーツ推進審議会 

２ 開催年月日 令和７年３月17日 

３ 委員 
会長 杉田 正明 

委員 馬瀬 隆彦 他12名 

４ 諮問事項 
第３次三重県スポーツ推進計画の進捗状況について 

スポーツ推進月間の見直しについて 

５ 調査審議結果 諮問事項について意見を得た。 

６ 備考  
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